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第 3次枚方市環境基本計画策定についての基本的な考え方について（部会検討内容の中間報告の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
〇枚方市環境基本計画は、枚方市環境基本条例第 9条第 1項に基づく、環境の保全と創造に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するための計画。第 5次枚方市総合計画と整合を図りながら推進していく分野別行政
計画で環境施策を推進するための基本方針となるもの。 

〇計画期間は、2021年度から 2030年度までの 10年間とし、概ね 5年後に中間見直しを検討。 
〇本計画は、環境基本条例第 3条の基本理念及び第 8条の施策の基本方針に基づき、「地球環境」「自然環
境」「資源循環」「都市環境」「生活環境」を対象とする。また、計画の策定にあたって、SDGsの考え方を計
画に反映する。 

〇計画の策定にあたっては市民・事業者アンケートや市内高校生ワークショップでの意見等を反映していく。 

３．第 3次環境基本計画の目標と SDGsとの関係（部会中間報告 P19―P22） 
 

第 3 次 枚 方 市 環 境 基 本 計 画 の 施 策 体 系 図 （案） 
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①環境学習・パートナーシップ 

すべての主体が環境保全活動 

に取り組む 

 

 

 

 

 

 

【施策の分野】 

●ライフステージに応じた 

環境教育・環境学習の 

推進 

●市民・事業者の環境保全 

活動の促進 

●環境情報の提供 

第 3次 
環境基本計画 
のテーマ 

分野横断的な基本目標 
施策の体系 

分野と分野別の基本目標 施策の分野 

効果 

廃棄物の発生抑制 ④資源循環 

環境負荷の少ない、資源が循環したまちをめざす 
リサイクルや再利用の促進 

廃棄物の適正処理の推進 

③自然環境 

自然が保全され、人と自然が共生するまちをめざす 

生態系の保全 

緑の保全と創出 

自然とのふれあいの場の確保 

②地球環境 

脱炭素化を推進するまちをめざす 

省エネルギー・省 CO2活動の促進 

再生可能エネルギーの普及促進 

気候変動の影響に対する適応策の推進 

「グリーン購入」、「環境にやさしい
ライフスタイルへの転換」を含む 

「農」「有害鳥獣対策」を含む 

「里山保全」「まちなか緑化」を含む 

⑤都市環境・生活環境 

健康と安全が守られ、快適な都市環境が確保されたまちをめざす 

良好な生活環境の確保 

美しいまちなみの確保 

人と環境にやさしいまちづくりの推進 

 
 
〇2015年 9月の国連サミットで、持続可能な開発目標（SDGs）が採択された。 
〇2015年に、気候の変化と影響に備える対策として「気候変動の影響への適応計画」が策定された。 
〇2016年にパリ協定の枠組みにおける我が国の削減目標（2013年度比 26.0％減）を実現するための具体
的な方策として、「地球温暖化対策計画」が策定され、地球温暖化対策の充実が求められている。 

〇2018年 4月に、SDGs、パリ協定採択後に、はじめて策定される環境基本計画で、分野横断的な 6つの
「重点戦略」を設定した第 5次環境基本計画が閣議決定された。 

〇本市の人口は、2012年度の 409,964人をピークとして、緩やかな減少傾向に転じている。 

 
 
〇計画の推進にあたっては、計画全体については、基本目標ごとに設定した環境指標により、進行管理を行う。また、事業計画に位置づけた各事業に
ついては、事業単位で事業目標を設定し、事業の進行管理を行う。 

〇市民・事業者・行政がそれぞれの役割を踏まえ、自主的・積極的に取り組みを推進するとともに、相互に連携・協力して計画を推進する。また、計
画の進捗状況を「枚方市環境審議会」に報告し、意見・提言を受けるとともに、「ひらかたの環境（環境白書）」やホームページ等で公表する。 

 

 
 
〇環境教育行動計画、生物多様性地域戦略の環境基本計画への位置づけや
内容について検討を進めていく。 

〇環境基本計画に位置付ける環境指標や、施策分野ごとの施策の方向性等
について、検討を進めていく。 

１．第 3次環境基本計画の基本的な考え方（部会中間報告 P3、P10－P18） ２．第 2次環境基本計画策定以降の社会状況の変化と新たな課題（部会中間報告 P3―P9） 
 

４．第 3次環境基本計画の進行管理（部会中間報告 P23） 
 

５．部会での今後の主な検討事項 

「排出者責任」、「事業系ごみ対策」「収集体制、
処理システム」「災害廃棄物対策」を含む 

「景観」「まち美化」「不法投棄」「歴史的景観」
を含む 
 

「公害対策全般」「まちの安全」 
 

毎年度、事業ごとに設定する「事業目標」の進行管理を行うことで、事業の達成度を点検するとともに、基本目標の達成状況を 
「環境指標」の進捗状況で確認する。 

「開発時の環境誘導」「バリアフリー」「環境にやさしい交通体系」を含む 


